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第 1 請求の越 旨に対する容弁

1 原
=ら

の被告炒禍● に対する請求 を入却する

2 訴訟貨月 は原告 らの負担 とする

との判決を求める

第 2 諦求の原因に対する認否 反輸

1 静求の原因第 1に ついて

(1)1に つ いて

露める .

(2)2に つ いて

認める。ただ し 本件中学校においては 三ケ 曰青年の家での訓

級 につき 「カ ッター訓細」 との用mを 使用 していた。

(3)3に ついて



●橋市に迪´関係するものではないゆえ認否 しない .

(4)4に ついて

坐橋市に直接関係するものではないゆえ記否 しない .

2 請求の原因第 2に ついて

(1)1に ついて

以下 に矛盾 しないЩ度で籠める

当初」:徒 を,率 した者は 校長 4名 の教詭 養改教詭 1名 の計

0名 である (甲 4 16頁 ).カ ッター訓練のあつた 6月 16口 にカ

ッター訓級 を迎哲両や安全面で補助するため さらに 2名 の執価が

加わ り (P4 16頁 ).lS名 となった

本件実習期間であるが 本 lF,政 が発生 したため  6月 18日 で

,ち 切 り 上従 らは同口午後 8時 40分頃 学校に向け三ケ 日青年

の家 を出発 した ('4 19真 ).

(2)2に ついて

認める .

3 請求の原因第 3に ついて

(1)1に ついて

ア  (1)に ついて

中学校の教育I勁 にお いて 学校 に7■ 従の安全に配tし  その

安全を確スする義務があることは 一般箭 としてのみ認める。

本件欠習が本件中学校の正課の授業であつたことは認める .

主張は

'う
。

イ  (2)に ついて

否認する 主延は

'う
。

甲 4 9～ 10貫 に記破 されているとお り、三ケ 曰背年の家が想

定 していた事故は 落水 ■風 による座

“

や凛流 V雷 等てあり
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ヵ ッターボー トの転Zは想定 されていなかつた。三ケ ロ青年の家

す ら想定 していなかった,政 を専円 llな 知識 技 1ヒ を有 しない学

校口」が容易に想像することな どできるはずもない

平成 22年 4月 6日 に学校側 とニケ 曰青年の家 との工 前打ち合

わせが行われた,そ の際学校nIの 1年 学年主任及びle■ 4名 の敦

論全員が ニケ 日青年の家所員 の井下俊輌氏か ら fカ ッターボー

トは釈助別に0わ れてお り安全である.」 との説明を受けている。

又 過去砿薇事故な ど全 くなか った それゆえニケ 曰青年の家

は自信 を持 って安全であると述べていたのである。

rlJ F,的 知識 技能 を0し ない・・ 校側が,円 家たる三 ケロ青年の

家の言 を有 じるのは当然であ リ カ ッター転覆事故 を想だするこ

となど全 くできなか つた。

ウ  (3)に ついて

(ア )ア について

第 1雲 ′および第 2段
`に

ついては認める

,0段 ′は,う .

原告 らは実施主体が

'告
・II岡 県か ら被告実施会 f■ に変わ った

こと自体が安全性の低下をもた らす と主孤するのであろうか。

仮にそ のよ うな主 ll・ であれば指定●肛者制度 自体 の否定であ

り そのような見解 に紅す るわ けにはいかない

指定管理イヘの変更 に関する三 ケ 曰青年の家 の民41的 説明は

以下のとお りで あった。

学校は平成 21年 6月 1日 の施設予約時に ニ ケ 日■年の家か

ら i来年度 指定管理者 に変わるが ,き 祀ぎを極実 に行い

これ まで と変わ らない運営 指導体制で失施できるので 心配あ

りませ ん.Jと 言われた し、平成 22年 4月 6日 の下え実施の時



li

も 「指定管理者 に代わ りま したが ll年 と全 く同 じようにや つ

ますので安心 して下さい この 4月 か らもすでにカ ッター洲瀬 を

実施 しています。Jと 説明を受 けた (甲 3の 1及 び 2の

`々
1頁 )

そのため学校は 実施主体変更にllう 安全性の危換 を感 じるこ

とな ど全 くなかった

なお 三ケ 曰十年の家では共直管時か ら カ ッターボー ト削細

を実施す る全ての学校 にお いて光天時 と認定 された場合 をlllき

自主延 を使用 していたが (甲 4 33頁 )こ れまで 白主籠の安

全性 につき問皿はなか った.

(イ )イ について

π l段 2に ついては認める ただ し 甲 2 4頁 には '生 徒

が来船 した 17F 曰視で左舷側 に傾いていることが分か るような状

態ではなかった」とに載 されている 従 って 彙 l・ 時にカッター

ボー トが左舷側 に lu‐ いている ことを認識できる状滉ではなかっ

た。

なお '前 に学校で乗 l・ 化置を決める際 ニケ日十年の家の指

示 によ り,ヒ 鞍的体 力のある者が内側 となるよ うに配置 して いる

(叩 2 27頁 ).45ヽ gの エユ芝は 20名 の人員 を三ケ 日奇

年の家の指示に従 って配置 した結果にすぎない。

第 2,落については否認す る .

甲 2 60～ 61貢 にい いて も 曳航が

'1始

されてか らな傾斜

が増 し ,授 したと述べて いるのである 原告 ら主張のよ うに当

初のと眩孤へのlll斜 が颯夏原因と述べているわけではない。

逆に当初の傾斜う 1 55・ は 執騎の一人が係留贅を収助肛

に渡すため船首側座ルの■人 に移動 した ことにより 0 53・

に復原 している (,2 44頁  00～ 61頁 )
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この ことか らすれば 乗 I●
N時 の人員エヱたがlr覆 原因となつた

ものではないことは 371ら かで ある

又 甲 2 76貫 の 6の 所兄においても '枚 の直接原因は

f左斜航状態で また 詢水が Al合 の左舷船γ側か ら■続 して打

ち込む ll liて えい航 したためJと してお り えい航の不適切きに

求めている。

第 3段 ′ については

'う
なお ■■差発生原 因について前述 したとお りである.

(ウ )ウ について

以下の主張 をもって露否 反論にかえる .

三ク ロ青年の家の規約では '荒 天時の実施 中止の決定は団

体責任イの

'.H.を

聞き 所贅が所長の承諸を得た上で決定する」

となっている したがってカッター詢納実施の決定麺 は三ケ 日肯

年の家所長にある (甲 4 9買 ).

当 日 雨が峰 り出 した午前 11時 30分 頃 学年主任の指示て

,率 教論が事務室を

'れ
カ ッター罰1級 夫施の可否を■れた。この

時、事務宣 にいた所貝は
'こ

の程度の雨な ら大文夫である 」 と

答え 別の所スが気象状況 をrt認 し '注 意報も発表されていな

いJこ とも伝えた。この回答 を受けた教諭ほ 予定通 り実施す る

ことを校長及び他 の,1率 敦前 に伝えた く甲4 15貫 ). 12時

02分に注意報が発令 されているが (甲 2 3貢 )同 li報 を伝

え られなかつた学校側は 予定通 り訓純が女施 されるものととえ

た .

一方 本件校長は昼食時に教詭か ら本ll訓 触が予定 とお り実施

される旨の報告を受 け 〈甲 2 3頁 )了 承 した。その後カッタ

ー.l無 開始前に艇庫内で行われた教論への説明の場において 三

0
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ケ 日青年の家指導員 に訓紅 コースについて再度 Tlt認 した ところ

睦岸泄いをとう型する東コースである旨の説明 を受け 天候が悪

くなって もす ぐに岸にせ足できると思った (甲 2 55貢 )。

以上 な長及び引率秋mは 31紋 実施の可否について十分な注意

績

"を
入た している

(ェ )工 について

本件副1“

"に
雨が降つていた こと カッターに11留・lkが 生 して

いたこと 刊夕を水排水の措置が採 られなかった こと 自主航行不

可能時か い体めの状態で標泊 していたこと 他のカ ッターは排水

していた こと えい航前に‖ R水 が最 も炎い所で 1lcmと hl定

された ことは認める .

その余は否認す る.主張は,う 。

カッターのサ留水のり1水 は 通十 訓薇参加者が来 ,さ す る前に

お導員が行つて いた ことか ら訓級参lln者 には教えてお らず 本件

において も,イ枚詭に伝え られていなかつた く

'2 54貢
)

なお本件柄杓は右舷 ,1予 価″下にあつたがく甲 2 13～ 14貢 )、

同

“

には韮 もス ってお らす (甲 2 14～ 15頁 〉 そのrを に

気付かなかった し えい航
"を

合めて柄杓 による排水の指示 ま―

.lさ れていなか つた (甲 2 54頁 ).

それに加えて 敦助に来た三 ケ 日■年の家所長は I・ 内に湖水が

lTち 込んでいるのを認めたもりの 早 く帰搭することを優先 して

I′ 留水の排出を■示せずにえい航を続けたのであ り (甲 2 68

頁)こ のようなIF況 の中で lFr種 の危険性 を想定 してうヽ教詭

が ,ヽ9水 の排水 を行 うことなど不・
j能である.

ところで 原
=ら

は甲 2 42真 を引用 して 1lcnの W脅 水

が本

“

|カ ッターの夕原ll能 に,′ Ψ を与え嘔授の原因とな った と
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主張す るが l12 42頁 にそのよ うな .・c述 はない。甲 2 41

～ 42頁 では事故直前状態の淮留水を問題 として いるにすぎな

|ヽ .

(オ )オ について

第 1段 落は認める llし 実際に 1時 間で 24mmの 降雨があ

つたわけではない 又 ハーバーでの割組田始時の雌水こは 10

分間で 2 5mmで あった (甲 2 34頁  図 2).

第 2,蓄 及び″ 3段
`に

ついては否認する 主張は争 う。

中 2 34貫 図 2か らすれば やや強い Ilに 該当す るの考える

のが妥当である .

ところで前述の通 リ ニケ ロ甘年の家の規約では 「荒ス I等 の

実施 中止の決定 は団体責 ltt者 の意見 を聞き 所貞が所長の承詰

を得た上で決定する」 となっている (甲 4 9頁 ).そ してニ ケ

日青年の家は 「今までの迅営ではプログラム ,1始 1寺 に詢上の風

が強 く波が高い場合は 学校 と協議 を行 って参 りま したが、当日

は プログラム開始時には 雨が

"つ
ていた ものの 風や波はな

かつたため 学校との協議は考えつきませんで した.Jと 述べて

いる (P3の 2 10貢 )。

甲4 16頁 によっても ハーバー を出港 した午後 2時 35分

頃の天候は 雨は晰■的に強 く降っていたものの、風は日視で ,

～ 4mお 程度 白渡の発生もなか ったのである.そ してニケ ロ背

年の家の荒天時の取 り扱いては Sn′,以 上 10m′ s未 則 はFTl長

の判断によるとあるのであるか ら (甲 4 9貢 )こ の程度の働

の場合は訓細 を行 うのが当然 と解され 学校 との協議もな されな

かったのである

以上 出落茎 |:白 r● はすべてクリアー している状況 において校



,

長が中止の中入れをするな ど到底てきるものではない。

(力 )力 につ いて

第 1段 ′及び″ 2,7は 認める.

第 3,落～冗 5段 Zの 主張 については

'う
.

雨水 による1全 体口烈は当初 1 55.、 後 に 3 S7.と 推定

されるが 44・ 工 44kgの 秋詭が左舷側か ら中央 に移勁 したとこ

ろ な舷傾斜は 0 5° に戻 っている ('2 14～ 15頁  4

4東  50東 ).比 較的体 iの 軽い人F.3-人 の移動により政14が

,原 して いることか らすれば 雨水によるn● 体 M● がぁるか らと

言つて直ちに転置の危険llを 宏知すべきだとは到κ言えない.又

生徒か らの心配の声を伝えたところ 'P'家 である三ケ 日■年の

家が
'こ

の程度の雨な ら大丈夫です 」 と口容 している くlF 3の

2 9貢 )

白主艇 の場合 は キ ヤプテ ンが拉示 を,う ことになってお り

(|・14 10賣 )キ ヤプテンは 14時 55分頃天候の急変 を察

知 し ハーバー に帰沐することを決断 した上で 全艇にユ上に船

首 を向けるよ う指示 した (甲 4 17頁 )し か し当該にはそれ

ができなかつた ,そ こで 弓率枚iOは キヤブテンと繰 り返 し交信

し 指示 を受け 柳肛 に努力していた.そ の後  l● 酔いの生徒が

発生 し 型肛が困難となったため 教 1の は 15時 05分 にキャブ

テ ンにレスキュー歴の要計をしている (甲 2 45頁  00頁 )

以上 引

“

牧 llは  この 10分 間 規定迪 リキヤブテ ンの僣示

を受 けた対応をしてお り、+分責任 を来た している。

なお、甲 2 70頁 の 6所 兄 においては 薇合||に 要因が重な

って転滋 したことが記されているが その原因の中に救助要請が

遅すぎた という記述は一切ない .
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(キ )キ について

第 1,落 については認める.

,2段 落については否認する 主張は争う。

自主艇に栞船する教論が結の操作に不慣れであるのは 本 l.・ に

限 らず 全ての 自主艇 に想定されることである。施設側はその想

定に基づいた安全管理体制をセえるべきである。砿かに曳航時の

適切な指示や指導flの 配置があれば、転議を回班できた可能にしは

あるであろう (甲 2 68頁 ).し か しなが ら 故助に来た所長

は舵の操 4・ 方法り の被■航時の注意事項 /.・ 来 luし ている牧詢に

伝えなかったばか りか そ もそ も 仮に教論が所員に舵取 りを

“救 した として もえい航訓

“

を行 った ことのない所長所員が適 切

な指示を行 いうるとは到底思えない。

以上 原告 らの主張 は全 く根拠のないものである .

(ク )ク について

第 1段 密については

'う
。

第 2,イ については認める

第 3段 ′については否認する。

中 2 65頁 0は  「水難敲防隊員が A,合 に残 した生徒等の人

数を性格 に報告 していれば、■い段階で行方不明イが発生 してい

ることに気付 くことがてき」 と言 っている

第 4殴 ′ については争 う。

第 5,落 については否 2す る.主張は,う 。

学校は

'llに
栞 l●・者名簿 を作成 していた。ニケ 日青年の家が夭

11者 名

"の
提出を求めていなかったのである (甲 4 10貢 ,S

O貫 ).

策 6,イについては,う
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甲 2 70～ 71買 によれ ば、救助が遅 れた原因 と して 、I「 設

が名簿 14・ 成 して いな か つた ことのほかに 水 上バイ クや スキ ュー

バ装価 の不ntと いう消防の対応 の遅れ等 きまざまな複合的な要

因を指摘 しているが 早期発見ができなかつた原因が学校畑1に あ

るという指的はない。

(ケ )ケ につ |ヽ て

第 1段 ′については認める

第 2曖 ′については争う。

当該梃 に爽 |・・した教論 も紋助された時点で「まだわか らない子

が いる」 ことを所長に告げている (中 3の 2 3真 )所 長は 3

人 を牧助 したが それ以上の炒索は体力消耗か らできなか った

(● 2 3頁  62～ 03頁 )。 また 所長は収助 に来た水虻政

助曖に まだ艇内に

"さ
れている子供がいるかもしれないので械

認 して もらうよう要計 したが 収勁 l12■ か ら せ水Лの装術 をし

てきていないので水にlllっ て確認 攻勁することはできないと晰

られている .

次 に 午後 4"曖に レスキュー腱でニケ 日青年の家ハーバーに

着 いた当該教わは 出迎えた校長及び 40歳代 と思われる消防署

員に「花来さん と万里茶 さんがいないJと 缶げている。その後 も

警察官や消防Z員 を見 るたび に f花 来 さん と万■茶さんがいな

い」 ということを伝えている。

したが って当該教詢は十分その責任 を栞た している

(コ )コ について

・●う.

工  〈4)について

(ア )ア について

10
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第 1,7に ついては認める。

その余 についてはすべて争 う

(イ )イ について

豊浴市に直接関係す るものではないゆえ認否 しない。

ォ  (5)に ついて

,う

(2)2に ついて

,う .

4 計求の原因第 4に ついて

豊粉市 に tl核 関係するものではないゆえ認否 しない.

5 計求の原因第 5に ついて

原告 らが lrl答賠償請求櫃の主体であること カ ッター訓

“

が本件中

学校の正課の授業であること 西野花夫さん/・ 死亡 した ことは認める。

その余は全て否露する 主張は争 う

01r・ 市は中 10紀載のとお り 本 141発 生以後 所雪するきまざまな

施設に対 して、安全管理や危機管震の周知徹底に努 め '允 防止 に向

けた取 り紅み をしてきた し せよに対 しても再三 にわた り弔意 を伝述

している

また 既橋●教育委員会では本件 を取副として平成 23年 4月 に「校

外学習安全マニュアルJを 策定 し 市内全小中学校に日知徹底をはか

っている (そ の後 平成 24年 4月 に一部改号r)

更 に 0月 18口 を「豊橋 学校 いのちの 日Jと 定め 市内全刀ヽ中

学校で この事故 を風化 させることな く いのちの大切さを考えた り

安全督型や危機管理体制の徹底をはかった りする取 り紅みを各校 の実

性に応 した形で行 っているし、月命 日に合わせて辿抜の家庭 を鮨 日し

弔意 を示す とともに当該生徒の民福 を,っ ている。加えて、甲 3の 2
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のように原告の鷺間や質問に対 しては、できる限 りの調査 をlTい  誠

意をもって回答 している .

このように_1橋市及び坐橋市執す委員会は 繊意 をもって,充 防止

と遣族への対応 を している。「反省や謝工を拒む」「l・
jら 意味ある回答

をしない」等な どとは蓼1底言えない .

6 計求の原日″ 6に ついて

争う。

以上

●
●


